
裏面に続きます

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、｢令和2年厚生労働省令第38号 (令和2年3月25日 )｣にて｢水質基準に関する
省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号 )｣の一部が改正されました。
これに伴い、弊社の水質基準に関する六価クロム化合物の検査内容を下記のように変更
させていただきますので、ご案内申し上げます。
	 謹白　

水質基準に関する省令の一部改正に伴う
検査内容変更のお知らせ

●変更内容
　水質基準に関する省令の一部改正に伴う六価クロム化合物の基準値、定量下限値の変更

本項目が含まれるセットコード
依頼コードNo.09240	：	原水基準セット
依頼コードNo.09239	：	浄水基準セット

変 更 日　2020年 4月1日（水）受付分より

項 目 名

●	水質基準項目	“六価クロム化合物” （依頼コードNo.05375）

依頼コードNo. 項目名 変更内容 新 従来

05375 六価クロム化合物
基準値（mg/L） 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下

定量下限値（mg/L） 0.002mg/L 0.005mg/L

総合検査案内 2019：243ページ掲載

No.2020-19   Date 2020.4.1

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

☎（011）787‒2111 FAX（011）787‒2191札幌本社：〒007‒0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号



新報告書見本

定量下限値
変更箇所

（裏）

基準値
変更箇所

（表）




